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株式併合による１株に満たない端数の処理に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社普通株式の株式併合による１株に満たない端

数の処理について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

 

１． 売却の概要 

当社は2019年3月28日開催の第14回定時株主総会の決議に基づき、2019年7月1日を効

力発生日として株式併合を行いましたが、この株式併合により生じた１株に満たない端

数につきましては、東京証券取引所における当社普通株式の、2019年7月31日の市場価

格の終値にて売却処分することを決定いたしました。なお、当日の出来高がない場合に

は、その処分を翌日に繰越します。 

また、処分代金につきましては、会社法第235条の定めに基づき、その代金を端数の

発生した株主様に対して、端数の割合に応じて交付いたします。 

 

 

２． 売却の内容 

（１）売却する株式の種類              当社普通株式 

（２）売却する株式の総数                  88株 

（３）処分価格               2019年7月31日の終値 

（４）処分予定日                 2019年7月31日 

 

 

 

以 上 

会 社 名 シ ン バ イ オ 製 薬 株 式 会 社

代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO 吉田  文紀
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